
別紙資料 

 

東京都震災対策事業計画の概要 

～減災目標の達成に向けて～ 
 

１ 計画の目的 

 
本計画は、東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）に基づく計画

であり、首都直下地震による被害の軽減を目指し、震災に強い東京を実現すること

を目的としている。 

 
２ 計画の性格 

 
本計画は、次のような性格を有する。 

① 東京都が実施する総合的な震災対策に関する実行計画であり、現時点で必

要と考えられる予防、応急復旧及び復興対策まで視野に入れた計画である。 

② 東京都が、区市町村及び国等とともに実施すべき対策のうち、都が実施す

る対策について取りまとめた。 

③ 「自助」、「共助」を基本理念に、広域的な観点から、都が支援する事業に

ついても計画に盛り込んだ。 

 
３ 計画策定の基本方針 

 
計画の策定に当たっては、次の３点を基本方針とした。 

① 東京都地域防災計画で定めた減災目標を達成するための事業については、

10 年以内に目標を達成することを見据え、３年後の目標を設定した。 

② 「10 年後の東京」への実行プログラム事業との整合性を図った。 

③ 事業内容を分かりやすく表記し、事業ごとに実施による効果を明記した。 

 
４ 計画の期間 

 
平成 20 年度から 22 年度までの３箇年とした。 

策定後、新たな課題に対応する必要が生じた場合は、修正を加えるものとする。 
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５ 計画の体系 
 

本計画では、全ての事業を従来から行っている分野別に体系化するとともに、

地域防災計画で定めた減災目標を達成するために必要な事業については、新たに目

標別に体系化した。 

（１） 減災目標関連事業の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

減災目標関連事業 １３３事業

死者の半減 

避難者の減 

減災目標 

住宅の耐震化 

防災上重要な建築物の耐震化

都市防災不燃化促進事業 

被災建築物の応急危険度判定 

駅前滞留者対策事業の推進 

防災市民組織の育成指導 

水道・下水道施設の耐震化 

災害時帰宅困難者支援 

住宅の倒壊によ

る死者の半減 
緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化

など 81事業

火災による

死者の半減 
防災公園ネットワークの形成 

など 93事業

ライフライン

被害等による

避難者を７日

以内に帰宅 

住宅の倒壊や

火災による避

難者を３割減 

外出者を４日

以内に帰宅 

上記「死者の半減に係る事業」

など 59事業

エレベーター対策の推進 

など 16事業

外出者の 

早期帰宅 
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など 15事業

※ 重複して該当する事業があるため、事

業数の合計は総事業数に一致しない 



（２） 分野別事業の体系 
 

地  震  に 強  い 都  市  づ く り 震災に伴う建築物の倒壊や、火災による被害を軽

減するため、建築物の耐震化や、木造住宅が密集

した地域の不燃化等により地震に強い都市づく

りを進める。 
―都市構造の整備の促進 

―防災都市づくりの推進 
―道路・橋りょう・河川・海岸・港湾等の整備・耐震補強 
―ライフライン施設の安全化 
―オープンスペースの確保 
―建築物等の安全化 
―液状化対策の推進 

―地震被害の軽減対策の推進 
―地震火災の防止 
―がけ・擁壁・ブロック塀等の安全化及び落下物等の防止 
―地すべり・土石流対策 
―危険物対策の推進 

住 民 に よ る 防 災 活 動 の し く み づ く り  
―自助・共助への支援 

―防災意識の高揚 
―市民連携の推進 
―事業所防災体制の充実強化 
―帰宅困難者対策の推進 
―ボランティアの育成・支援 

―災害時要援護者等対策の推進 
―災害時要援護者の安全確保 
―外国人対策 

危  機  に 強  い 体  制  づ く り  
―初動態勢の強化 

―動員体制の整備 
―防災対応の拠点等の確保 
―最新技術を活用した情報通信等の強化 
―消火・救助体制の整備 
―救急体制・医療救護体制の整備 
―交通・輸送体制の整備 
―防災訓練等の充実 

―支援体制の強化 

―避難場所・避難道路等の整備 
―避難所機能の強化 
―水・食料等の確保 
―調査研究の推進 

―地域危険度に関する調査研究 
―震災対策に関する調査研究 

首 都 圏 の 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク づ く り  
―広域連携等の強化 

 

 

震  災  復  興  体  制  づ  く  り 

震 

災 

に 

強 

い 

東 

京 

の 
実 

現 

都民、防災市民組織、事業所等に対して防災知

識・意識の普及・啓発に努めるとともに、地域

防災力向上事業や災害時要援護者対策など、住

民や地域による防災活動を促進する事業を実施

する。 

初動態勢や防災拠点、救急医療体制の整備など

に取り組む。震災に限らず大規模事故等も視野

に入れた、危機管理のための活動体制を強化す

る。 

首都圏を構成する近隣自治体をはじめ、他の自

治体や警察、消防、自衛隊などの防災機関との

連携を強化するほか、民間団体との協力関係を

築くなど、首都圏全体を視野に入れた防災ネッ

トワークづくりを推進する。 

東京都震災復興マニュアルに基づき、区市町村

と連携し、都市やくらしの復興など各分野に及

ぶ震災復興体制の整備を推進する。 ―震災復興体制の整備 

 - 3 -



６ 事業計画の実施による減災目標への効果 
 

減災目標関連事業が計画どおり実施された場合には、３年間で減災目標につい

て以下のような効果が見込まれる。 

 

【目標１ 死者の半減】 
１－１ 住宅の倒壊による死者の半減 

（東京湾北部地震M7.3 朝５時のケース） 

○ 住宅倒壊や家具類の転倒等を原因とする死者約3,000人を約1,500人に半減す

る。 

＜事業達成による効果見込み＞ 

住宅の倒壊による死者を約20％減少する（目標の約４割を達成） 

 

１－２ 火災による死者の半減 

（東京湾北部地震M7.3 夕方18時、風速15ｍ/秒のケース） 

○ 火災を原因とする死者約3,500人を約1,700人に半減する。 

＜事業達成による効果見込み＞ 

火災による死者を約20％減少する（目標の約４割を達成） 

 

【目標２ 避難者の減】 
２－１ 住宅の倒壊や火災による避難者を３割減 

（東京湾北部地震M7.3 夕方18時のケース） 

○ 住宅の倒壊や火災による避難者約300万人を3割減の約210万人にする。 

＜事業達成による効果見込み＞ 

住宅の倒壊や火災による避難者を約12％減少する（目標の約４割を達成） 

 

２－２ ライフライン被害等による避難者を７日以内に帰宅 

（東京湾北部地震M7.3 夕方18時のケース） 

○ ライフライン被害等による避難者約100万人を７日以内に帰宅できるようにす 

る。 

＜事業達成による効果見込み＞ 

ライフライン被害等による避難者を７日以内に帰宅可能とする 

 

【目標３ 外出者の早期帰宅】 
外出者を４日以内に帰宅 

（東京湾北部地震M7.3 夕方18時のケース） 

○ 外出者約1,144万人を発災後4日以内に帰宅できるようにする。 

＜事業達成による効果見込み＞ 

駅周辺混乱防止対策協議会の設置や帰宅支援ステーションの充実、現地機動班の配

置など帰宅支援体制の整備が進む 
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７ 事業規模 

 
計画事業は全体で186事業、うち減災目標関連事業は133事業である。新規事業

は34事業であり、うち減災目標関連事業は31事業である。 

計画事業費の集計は、次表のとおり。 

 

 

 

【計 画 事 業 費】                   (単位：百万円) 

区              分 事業数 20年度予算 

地震に強い都市づくり 71 449,843 

住民による防災活動のしくみづくり 29 3,774 

危機に強い体制づくり 80
43,499 

(災)329 

首都圏の防災ネットワークづくり 4 3 

震災復興体制づくり 2 3 

合              計 186
497,123 

(災)329 

（うち減災目標関連事業） 133 458,145 

※(災)は災害救助基金の略で、外書きである 

※端数処理のため、合計は一致しないことがある 
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